






 

３ グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画 

３．１ グリーンエネルギーCO2削減相当量保有予定者に関する情報 

別紙３「グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画」１．参照。 

 

 

３．２ 環境価値が除かれた電気価値・熱価値の帰属先に関する情報 

別紙３「グリーンエネルギーCO2削減相当量配分計画」２．参照。 

 

 









様式１－２別紙２① 
 

グリーン電力要件チェックリスト 
 
 
グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会 御中 
 

（住所）           東京都台東区浅草橋 5-20-8 
（名称）        八千代エンジニヤリング株式会社 

 （代表者役職 氏名）  取締役 執行役員 事業開発本部長 山中 健二郎 
 
 

 申請中の「グリーンエネルギーCO2削減計画認定申請書」（排出削減事業の名称：グローバルソリューションサービス株式会社 太陽光発電所（太陽光を利用した発

電によるCO2排出削減）については、以下のとおりグリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度 
運営規則グリーンエネルギーCO2削減相当量算定方法論３．１（２）に定めるグリーン電力の要件に適合していることを証明します。 

項目 基準の概要 適合説明 関係法令表での該当番号・備考 

2-3-1 

発電方式 

以下の条件を全て満たす再生可能エネルギーによるものと

する。 

（1）化石燃料・原子力による発電でないこと 

（2）温室効果ガス、および硫黄・窒素酸化物等有害ガスの排

出がゼロまたは著しく少ないこと 

グリーン電力認証基準に該当する太陽光発電であ

り、温室効果ガスの排出はなく、有害ガスの排出は

著しく少なく、左記（１）、（２）の要件をともに満たして

いる。 

系統連系契約のご案内 

2-3-2 

発電電力量 

電力量の測定が的確に行われており、かつ以下のいずれか

に該当するものとする。 

（1）電力系統に供給されている 

（2）補機類での消費を除く所内消費 

検定済電力量計が取り付けられており、発電電力量

を的確に測定できる。「認証可能電力量の確認方

法」による計算とし、所内消費を対象としていること

を確認。 

以上より、左記（２）に該当する。 

附属書 10「認証可能電力量の確認

方法」 

附属書 20「発電設備結線図」 

計量器写真 



2-3-3 

追加性要件 

グリーン電力の取引によって設置、もしくは維持されて発電し

ているもの。またはグリーン電力の取引が他設備のグリーン

電力拡大に貢献しているもの 

グリーン電力の取引行為により、今後の本設備の維

持や更新におけるコスト負担について有意な貢献を

行うことが期待される。 

「地産地消型再エネ増強プロジェクト（都外設置）」に

該当している。 

以上より、追加性要件（ｃ）当該設備以外のグリーン

電力又はグリーン熱の拡大に貢献していること 

」に該当する。 

14_助成金交付通知書 

2-3-4 

環境価値の帰属 

認証されたグリーン電力の価値がグリーン電力価値の購入

者たる顧客に帰属することを示さなければならない。 

電気以外の価値がグリーン電力の購入者たる顧客

に帰属することを、発電者と弊事業者との間で契約

上担保している。J クレジット等の環境価値の譲渡

に係る制度との重複が無い事、およびグリ－ン電力

証書化への意思を確認している。 

15_発電事業者と証書発行事業者

間の契約書 

 

2-3-5 

環境の影響評価 

生態系、環境等への影響について適切な評価・対策を行って

いること。また以下の内容について検証機関に報告をしてい

ること。 

 （1）環境への影響評価 

 （2）個別の発電方式ごとに検証機関が定める環境モニタリン

グ 

太陽光発電は市街化区域の建物に付随して設置さ

れる場合がほとんどで、今回のケースでは既設の

建設物であり、この問題は生じない。また、建設物

以外に設置される場合も大規模な土地開発等はな

く、影響がないと考える。 

― 

2-3-6 

社会的合意 

立地に対する関係者との合意に達していることとし、その内

容について報告をしなければならない。 

既設の屋根に設置するため、近隣からの苦情等は

特にない。 

― 

2-3-7 

情報の公開 

 （1）グリーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会に提出さ

れた資料は、公表されることを了承する。※１ 

 （2）顧客に対して、グリーン電力に関する十分な情報が開示

されていることとし、その開示状況を検証機関に報告する。 

了承します。ただし、個人情報を除く。 ― 

※1･･･個人情報等の理由により非公開扱いとする場合は資料にその旨を明記すること。 



 



関係法令表 

番号 関係法令等※２ 手続き状況※３ 備考 

1 電気事業法 届出済・通知済 保安規定届出書 

2 電力会社との系統連系協議及び

電力需給契約 

系統連系済 

電力会社との需給契約締結済 

系統連系契約のご案内 

3 RPS 法 該当しない － 

4 FIT法 認定済 － 

5 エネルギーの使用の合理化に関

する法律 

該当しない － 

6 国土利用計画法 該当しない － 

7 騒音規制法 該当しない － 

8 振動規制法 該当しない － 

9 労働安全衛生法 該当しない － 

10 建築基準法 該当しない － 

11 消防法 該当しない － 

12 高圧ガス保安法 該当しない － 



13 熱供給事業法 該当しない － 

14 農地法 該当しない － 

15 都市計画法 該当しない － 

16 大気汚染防止法 該当しない － 

17 悪臭防止法 該当しない － 

18 水質汚濁防止法 該当しない － 

19 肥料取締法 該当しない － 

20 工場立地法 該当しない － 

21 森林法 該当しない － 

22 建築工事に関わる資材の再資源

化等に関する法律 

該当しない － 

23 ダイオキシン類対策特別措置法 該当しない － 

24 航空法 該当しない － 

25 自然公園法 該当しない － 



その他（景観条例・地元との協議等） 

・ 

・ 

   

※2･･･記載する内容等については追加要件を参照のこと。 

※3･･･可能ならば申請書類の受理番号や時期等について記入のこと。 
 
その他（検定済計量器の設置について） 

設置の有無 有の場合※４ 無の場合※５ 備考 

有 有効期限：2032年 6月 設置予定年月：    年    月  

※4･･･設置済みの場合は、単線結線図に明示し、検定マーク（有効期限）を含んだ計量器の写真を添付すること。 

※5･･･設備認定後に検定済計量器へ変更する場合は、検定済計量器による電力量の測定を開始した時点からのグリーン電力量認証の対象とする。 
その他（補助金等の公的助成について） 

助成の有無 有の場合※６ 

 

有※6 

助成機関の名称 補助金等の名称 補助率（％） 

東京都 地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金（都外設置） イニシャル：67％ 

   

※６･･･複数の助成を受けている場合には、それぞれに分けて記載すること。 

 



 

様式２－１ 

検証結果報告書 

 

2025 年 10 月 10 日 

 

八千代エンジニヤリング株式会社 

 事業開発本部長 

山中 健二郎 殿 

 

 

東京都千代田区神田須田町１－２５ 

JR 神田万世橋ビル 

一般財団法人日本品質保証機構 

常務理事  浅田 純男 

 

 

 一般財団法人日本品質保証機構は、八千代エンジニヤリング株式会社が作成した「グリーンエネルギー

CO2削減計画認定申請書」（排出削減事業の名称：太陽光を利用した発電による CO₂排出削減、日付 2025

年 9 月 24 日）について、「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度運営規則」（2025 年 3 月 7 日経

済産業省・環境省）に基づいて独立の立場から検証を行った結果、別添「検証結果概要書」のとおり、全

ての点において適正であると認めます。 

 

 

 










